
 

事業計画書の提出にあたってのお願い 

 

・添付書類の表紙に「目次」を作成してください。 

・既存施設の変更の場合は、「目次」の前に、変更理由、変更内容の新旧対照表を記した「変更概要」

（参考例１）を添付してください。 

・事業計画書の受付後、事業計画書（添付資料を含む）のＰＤＦファイルを提出してください。 

・また、上記の資料に加えて、事業計画書の受付後おおむね１週間以内に、事業計画書を抜粋した

資料を審査に必要な部数提出していただきます。抜粋する添付資料及び必要な部数は、担当職員か

らご案内します。スムーズな審査を行うため、資料にはページ番号を記入するか、又はインデック

スによる付番をしていただくようお願いします。 

  



事業計画書の記入項目について 

施設の名称 
  固有名称等を記⼊する。名称等が未定のときは「○○（会社名等）（産業 or ⼀般）廃棄物中間
処理施設」としてもよい。 
施設の設置場所 

⼟地登記簿謄本に従って設置場所の町名、字名、地番等を正確に記⼊する。なお、地番が多数
あるときは、代表地番 外 何筆 としてもよい。 
  （例）１番地の１，１番地の２，１番地の３，１番地の４，１番地の５，１番地の６ の全部

で６筆ある場合は、「１番地の１ 外５筆」としてもよい。 
⼟地所有者⽒名・住所 

⾃⼰所有、借地に関わらず⼟地登記簿謄本の所有者を記⼊する。所有者が多数ある場合は、「別
紙のとおり」として、所有者リストを添付してもよい。 
⾯積 

添付書類の(3)求積図の数値を転記する。（⼩数点以下第２位まで） 
地⽬ 

⼟地登記簿謄本に従って記⼊する。複数の地⽬がある場合は、合計が⾯積と合致すること。 
取扱廃棄物名 

取り扱う廃棄物の名称を正確に記⼊する。 
運転時間 
 処理施設の稼働時間を記⼊し、実稼動時間帯を併記する。 

（例）午前８時〜午後５時、９時間稼動 
  ※ 処理施設を稼働し得る時間とし、原則、作業時間中は施設を稼働し続ける前提で計算す

る。例えば、昼休み等の休憩時間も施設稼働時間として算定する。 
廃棄物最⼤保管量、廃棄物保管⾯積、廃棄物の保管の⾼さのうち最⾼のもの 

処理前と処理後の廃棄物保管量の合計（⼩数点以下第２位まで）、保管場所の⾯積の合計（⼩数
点以下第２位まで）、屋外で容器を⽤いずに保管する場合は保管の最⾼⾼さをそれぞれ記⼊する。 
都市計画内容 

地域・地区等は横浜市ホームページで閲覧できる⾏政地図情報提供システム等で確認する。 
搬⼊道路 

主要な幹線道路⼜は交差点等から施設⼊⼝までの概ねの距離及び幅員（歩道含む）を記⼊し、
また，道路の拡幅等を計画している場合は，計画欄にも記⼊する。 
廃棄物の搬⼊及び搬出の時間並びに⽅法に関する事項 

搬⼊及び搬出の時間帯等を記⼊する。 
交通量 

１⽇当たりの計画発⽣交通量を搬⼊、搬出それぞれについて⾞種別に記⼊する。なお、発⽣交
通量が極めて少なく、１⽇に換算できない場合は１週間または 1 ヶ⽉当たりの交通量でもよい。 
関係法令等の規制 

申請に当たって規制を受ける主な関係法令の名称を記⼊する。 



公害防⽌対策 
騒⾳、振動、粉じん、⼤気汚染等の公害防⽌対策について概要を記⼊する。 

防⽕対策 
防⽕対策について概要を記⼊する。 

囲い等の⽅法 
⼈の⽴ち⼊りや廃棄物の⾶散を防ぐための囲いについて、その構造や⾼さなどを記⼊する。 

付帯設備等 
処理施設に付帯している設備等があれば記⼊する。 

⼈員の配置 
当該施設で処理に従事する⼈員の⼈数を記⼊する。事務員等は⼈数に含めない。 

技術管理者⼜は廃棄物処理管理者 
 設置許可対象の施設においては技術管理者の⽒名、その他の施設においては処理業務を適切に
⾏うために選任する廃棄物処理管理者の⽒名を記⼊する。 
（中間処理施設の場合）処理⽅式 

廃棄物の処理⽅式を簡単に記⼊する。 （例）焼却、破砕、切断、圧縮、溶融、中和等 
（中間処理施設の場合）⽕格⼦⾯積 

焼却施設を設置する場合のみ記⼊する。 
（中間処理施設の場合）処理能⼒ 

処理⽅式ごと、品⽬ごとに処理能⼒を記⼊する。（原則、⼩数点以下第２位まで） 
（中間処理施設の場合）処理後の廃棄物の処分⽅法 

該当区分を○で囲み、処分⽅法を簡潔に記⼊する。 
※ ⾃家処分：当該施設で処理された廃棄物を⾃社施設で更に中間処理⼜は埋⽴処分すること。 
※ 委託処分：当該施設で処理された廃棄物を他の処理業者に委託して処分すること。 

（積替・保管施設の場合）積替・保管の⽅法 
 作業の概要を記⼊する。 （例）品⽬別のストックヤードで保管した後搬出する。 
（積替・保管施設の場合）保管期間 

平均的な保管⽇数を記⼊する。 
（積替・保管施設の場合）廃棄物の搬出先 
 積替え後の主な運搬先を記⼊する。 
（最終処分場の場合）埋⽴容量、廃棄物容量、覆⼟容量 
 埋⽴処分の⽤に供される場所の容量、その容量に含まれる廃棄物、覆⼟の各容量を記⼊する。 
（最終処分場の場合）埋⽴期間、⽇平均搬⼊量 
 埋⽴可能と予測される期間、予定している１⽇あたりの平均搬⼊量を記⼊する。 
（最終処分場の場合）跡地利⽤⽅法 
 予定している利⽤⽅法があれば記⼊する。 
（最終処分場の場合）公共⽔路・公共道等の改廃 
 公共の⽔路⼜は公道の改廃を伴うか否か、該当する⽅を○で囲む。 



添付書類の詳細 

添付書類 説明 備考 
１ 位置図及び施設
付近の⾒取り図（縮
尺 1/2500 ⼜ は
1/1500、申請区域を
明⽰） 

・市販の地形図（1/2500）や住宅地図（1/1500）等としま
す。 
・⽤途地域等が確認できる都市計画図（本市ホームページ 
にある i マッピーから出⼒）を添付します。（参考例２） 
・最終処分場の場合は、(1)縮尺・⽅位、(2)最終処分区域
（⾚⾊）、(3)搬⼊道路の名称及び位置（茶⾊）、(4)河川等
の名称及び位置（⻘⾊）、(5)公共施設等⽬標となる施設、
(6)町内会（⼜は⾃治会）の区域（⾊分け）、(7)申請区域外 
200ｍ間の周辺居住者、を記⼊します。 

 

２ 公図の写し ・申請地が含まれる範囲の公図の写しとし、対象範囲が分
かるよう⾊分け等を⾏います。 
・申請地に関わる全ての⼟地及び建物の登記簿謄本を添付
し、地⽬、地番、所有者等が計画書と⼀致していることを
確認してください。 
・公図および登記簿謄本の有効期限は、発⾏⽇から３ヶ⽉
以内です。 
・最終処分場の場合は、(1)縮尺・⽅位、(2)最終処分区域
（⾚⾊）、(3)埋⽴地区域の境界線（紫⾊）、(4)搬⼊道路（茶
⾊）、(5)道路敷、⽔路敷、国有地等（⾊分け）、(6)申請区域
及びその隣接する筆の番地、地⽬、地積並びに⼟地の所有
権者名及びその住所を記⼊します。 

 

３ 求積図（計算書を
添付） 

・登記されている地籍測量図等とします。 
・求積図の⾯積と登記簿の公簿⾯積が⼀致しない場合、当
課と協議して事業計画書の⾯積を決定します。 
・最終処分場の場合は、(1)縮尺・⽅位、(2)最終処分区域
（⾚⾊）、(3)埋⽴地区域の境界線（紫⾊）、を記⼊します。 

 

４ 施設及び各設備
の仕様書等 

・処理に⽤いる施設及び付帯設備の仕様書（機能、⼨法、
材質等が記載されているもの）とします。 

カ タ ロ グ 等
の使⽤可 

５ 現況平⾯図（測量
図を基に作成し、建
物平⾯図、⽴⾯図、
断⾯図、構造図を含
む） 

・施設設置前（既存施設の変更の場合は変更前）の現況を
⽰すものとします。 
・最終処分場の場合は、(1)縮尺・⽅位、(2)最終処分区域
（⾚⾊）、(3)埋⽴地区域の境界線（紫⾊）、(4)申請区域内
及びその周辺の道路、⽔路、河川等の位置及び状況、(5)申
請区域外 7.5ｍ間の⺠家等の状況、(6)現況地盤⾼を記⼊し
ます。 

 

６ 施設計画図（平 ・施設設置後（既存施設の変更の場合は変更後）の図⾯（変  



⾯図、⽴⾯図、断⾯
図、構造図及び設計
計算書を含む） 

更箇所は⾊分け）とします。 
・最終処分場の場合は、埋⽴前及び埋⽴終了後の計画図が
それぞれ必要です。 
・処理に⽤いる施設及び付帯設備の設置場所、廃棄物の保
管場所、保管⽅法、展開場所、事務所並びに駐⾞場等の位
置を⽰してください。 
・建築物の新築等や擁壁等の⼯作物の設置等がある場合
は、その図⾯も添付します。 
・給排⽔系統図（上下⽔道の配管図、油⽔分離槽、⾬⽔貯
留槽、粉じん防⽌のための散⽔設備等）及び消防設備図（消
⽕器、誘導灯、⽕災報知器の位置等）も添付します。 
・最終処分場の場合は、上記に加えて、 
埋⽴前の計画図中に(1)縮尺・⽅位（現況平⾯図と同じにす
ること）、(2)最終処分区域の境界線（⾚⾊）、(3)埋⽴地区
域（紫⾊）、(4)囲い等、表⽰、地滑り防⽌⼯、沈下防⽌⼯、
⾬⽔等集排⽔設備、地下⽔検査孔、管理事務所、洗⾞設備、
場内道路、消⽕設備、防災設備、公害防⽌設備、擁壁、盛
⼟、切⼟、保有⽔等集排⽔設備、浸出液処理設備、保有⽔
等調整池、展開検査場、⾶散防⽌設備、基準⾼、区域杭、
遮⽔⼯、通気装置その他の設備の名称、位置、構造、規模
等、(5)計画地盤⾼、(6)縦横断線の位置及び符号を記⼊し、 
埋⽴後の計画図中に(1)縮尺・⽅位（現況平⾯図と同じにす
ること）、(2)最終処分場区域の境界線（⾚⾊）、(3)埋⽴地
区域の境界線（紫⾊）、(4)⾬⽔等集排⽔設備、保有⽔等集
排⽔設備、道路、⽔路、擁壁その他の構造物の名称、位置、
構造、規模等、(5)法⾯の位置、勾配等、(6)遮⽔⼯の範囲、
(7)跡地利⽤計画（農地部分、緑化部分等を⾊分けするこ
と）、(8)計画地盤⾼、(9)縦横断線の位置及び符号、(10) 単
距離、追加距離、(11)⼟量計算の根拠となる各地盤⾼にお
ける断⾯積 (200ｍごとに作成、⼟量計算書を添付)を記⼊
します。  

７ 処理⼯程図 ・品⽬ごとに処理の流れが分かるものとし、主要な排出事
業者及び搬出先を明記します。（参考例３） 
・搬出先が廃棄物処理業者の場合、搬出先の廃棄物処理業
許可証の写し及び処理施設の概要を添付してください。 

 

８ 廃棄物の保管場
所、保管⽅法及び保
管量を明らかにする

・品⽬ごとに、保管量及び保管⾯積の計算根拠が分かる平
⾯図・断⾯図・計算書を添付してください。また、計算結
果は⼀覧にしてください。 

 



書類 ・原則として、保管量の単位は m3、保管⾯積の単位は m2

とし、⼩数点以下第２位まで表記してください。 
・法の保管基準が遵守されているとともに、“６ 施設計画
図”の図⾯との整合性が取れていなければなりません。 
・廃棄物の重量から容量を算出する場合は、⽐重換算表を
添付してください。なお、⽐重換算表は環境省、⽇本廃棄
物処理振興センター等の公的機関が公表する資料 ⼜は事
業所の実態に則した⽐重を証明する資料（実測データ）と
し、ここで⽤いた⽐重は、“９ 施設の処理能⼒を明らかに
する書類”に⽤いる数値と同⼀とします。 
・産業廃棄物については、法の保管基準である最⼤保管量
を超過していないことを確認する資料を添付してくださ
い。（参考例４） 最⼤保管量の確認は、保管量の単位を処
理能⼒の単位と揃えて確認することとし、処理前、処理後
の保管量の合計値を最⼤保管量とします。 
・複数品⽬が混合した廃棄物を保管する場合は、総量に対
して品⽬ごとに想定した割合を乗じて、品⽬ごとの想定保
管量を算出します。 

９ 施設の処理能⼒を
明らかにする書類 

・処理⽅式ごとに施設の処理能⼒を証明する計算書及び⼨
法が分かる図⾯を添付してください。なお、図⾯には機械
の型式等を明記します。 
・同じ処理⽅式であっても、処理品⽬ごとに処理能⼒を計
算します。なお、事業計画書の処理能⼒及び許可申請等に
記載する処理能⼒は算出した値の最⼤値です。 
・処理能⼒は施設ごと、品⽬ごとに⼀覧表にしてください。 
・処理能⼒の単位は、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等は
㎥／⽇、その他の廃棄物はｔ／⽇とし、原則として⼩数点
以下第２位まで表記してください。 
・処理能⼒は、１時間あたりの処理能⼒×施設稼働時間で
計算します。なお、施設稼働時間が８時間未満の場合は 8 
時間で換算、8 時間以上の場合は実稼働時間を施設稼働時
間として計算します。 
（例）８時から 17 時まで稼働 ⇒ 9 時間 
・計算式に係数や⽐重を⽤いる場合は、その根拠となる資
料（詳細な実験データ等）を添付してください。 

計 算 に あ た
り 疑 義 が あ
る 場 合 は 当
課 と 協 議 の
上、処理能⼒
を 決 定 し ま
す。 

10 （最終処分場の場
合）周囲の地形、地質
及び地下⽔の状況を

・書⾯及び図⾯には、(1)最終処分場区域の境界線（⾚⾊）、
(2)埋⽴地区域の境界線（紫⾊）、(3)調査位置、(4)各地層の
断⾯（⾊分け）、厚さ、標⾼等、(5)地下⽔位、（6）不透⽔

 



明らかにする書⾯及
び図⾯ 

層の位置(⾊分け)を記⼊し、不透⽔層の厚さ等がわかる⼟
質試験の報告書を添付してください。 

11 （最終処分場の場
合）排⽔施設計画図及
び計算書 

・計画図には、(1)縮尺・⽅位（現況平⾯図と同じにするこ
と）、(2)最終処分区域の境界線（⾚⾊）、(3)流末⽔路整備
区域（⻘⾊）を記⼊し、(1)埋⽴開始及び埋⽴終了後の最終
処分区域及び流末⽔路整備区域における排⽔施設の名称、
位置、種類、形状、構造及び規模が分かる図⾯、(2)放流先
の河川等の名称及び断⾯構造が分かる図⾯、(3)保有⽔等調
整池、浸出液処理設備及び遊⽔地等の名称、位置、構造及
び規模が分かる図⾯並びに流量計算書、排⽔区画割平⾯
図、官⺠境界査定図及び断⾯図を添付してください。 

 

12 （最終処分場の場
合）浸出液処理設備設
計計算書及び仕様書 

・(1)各層の構造、(2)平⾯図、(3)断⾯図、(4)各層の有効容
量、(5)処理設備の能⼒（処理⽔量、原⽔⽔質、処理⽔質）、
(6)能⼒の根拠となる計算書、(7)処理流れ図とします。 

 

13 （最終処分場の場
合）埋⽴処分及び災害
防⽌に関する計画を
記載した書類 

(1)埋⽴⽅式、(2)埋⽴順序、(3)埋⽴法⾯の形状、(4)埋⽴⾼
さ、(5)埋⽴処分の終了後に⾏う維持管理の内容、(6)廃棄
物の⾶散及び流出の防⽌に関する事項、(7)公共⽔域及び地
下⽔の汚染の防⽌に関する事項、(8)⽕災の発⽣の防⽌に関
する事項を記載します。 

 

14 管理体制系統図 ・(1)平常、夜間及び異常事態発⽣時における社内の連絡及
び指揮系統、(2)技術管理者等及び各部署の責任者⽒名及び
連絡先等を記載します。 
・緊急事態発⽣時においては、警察、消防等の他、当課な
ど関係する部署の連絡先を含めます。 

 

15 施設の維持管理
に関する計画を記載
した書類 

・公害対策等を含む施設の維持管理計画書とします。 
・⼀連の作業における作業⼿順、注意点及び安全対策等を
含みます。 
・処理に伴い排ガス⼜は排⽔が⽣ずる場合は、⑴排ガスの
性状⼜は放流⽔の⽔質等について周辺地域の⽣活環境の
保全のため達成することとする数値、⑵排ガスの性状⼜は
放流⽔の⽔質の測定頻度に関する事項を記載します。 

 

16 搬出⼊⾞両の搬
出⼊経路及び交通量
の算定根拠を⽰した
書類 

・主要な幹線道路⼜は交差点等からの搬出⼊経路を明⽰し
ます。 
・搬出⼊経路に私有地が含まれる場合は、⾞両通⾏の承諾
書及びその承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書
印鑑証明書を添付してください。 

 

17 事業計画の説明
経過等を記載した書

・申請地と隣接する⼟地及び向かい側（向こう３軒）の地
権者及び事業者⼜は住⺠、その他本市が必要と認めた範囲

 



類 の事業者及び住⺠に対して、事業説明を⾏った際の議事録
とします。 
・議事録には、説明を⾏った⽇時、説明者及び相⼿の⽒名、
質疑及び意⾒等の内容を記載してください。 
・市販の地形図（1/2500）や住宅地図（1/1500）等に説明
を⾏った相⼿の場所が分かるよう明⽰したものを添付し
てください。 
・⼯業団地地区等、事業者間で運⽤する協定等が存在する
場合は、関係団体と協議し、その記録を添付してください。 

18 関係部署との調
整状況を記載した書
類 

・関係法令等の所管部署等と協議及び⼿続き等を⾏った際
の議事録とします。 
・議事録には、協議等を⾏った⽇時、協議先の担当者名、
簡潔な協議内容、提出した⼜は提出予定の申請書等の名称
等を記載してください。 

 

19 ⼟地及び建物の
所有権⼜は使⽤権を
有することを⽰す書
類 

・借地等の場合は、⼟地及び建物の賃貸借契約書等の写し、
売買契約書の写し⼜は承諾書（参考様式あり）とします。
（借地等で処理⽤地を設置⼜は拡張する場合） 
・上記書類に押印した印鑑についての印鑑証明書を添付し
てください。 

 

20 その他必要と認
める書類 

・廃棄物処理法に基づく設置許可等が必要な施設の場合
は、⽣活環境影響調査の結果 
・その他、関係法令等の所管部署等へ提出した書類の写し
を求めることがあります。 

 

 
  



参考例１ 

変更概要 

 

＜変更理由＞ 

〇〇〇〇のため、〇〇区〇〇町の中間処理施設内に、新たに破砕施設及び圧縮施設を導⼊し、取
扱廃棄物の品⽬追加及び廃棄物保管場所の変更等を⾏う計画です。 
 

＜新旧対照表＞ 

項 ⽬ 変更前 変更後 備 考 

取扱廃棄物 廃プラスチック類 

 

廃プラスチック類、⽊くず、
⾦属くず、がれき類、ガラス
くず及び陶磁器くず 

４品⽬追加 

処理⽅式 溶融 溶融、破砕、圧縮 破砕、圧縮の追加 

処理能⼒ 溶融：４.20ｔ/⽇（廃プラ） 
 

溶融：５.25ｔ/⽇（廃プラ） 
破砕１：６.42ｔ/日 

（木くず、がれき類、ガラ陶） 

破砕２：３.32ｔ/日 

（がれき類） 

圧縮：70.00ｔ/日 

（廃プラ、金属くず） 

稼働時間延⻑に伴
う能⼒増 

破砕、圧縮の追加 

最⼤保管量 100.31 ㎥ 300.62 ㎥ 保管場所の増設 

保管⾯積 40.21 ㎡ 70.33 ㎡ 保管場所の増設 

作 業 時 間 及 び
施設稼働時間 

9 時〜17 時（8 時間） 8 時〜18 時（10 時間）  

交通量 搬⼊：4t ⾞ 5 台/⽇ 

 

搬出：10t ⾞ 2 台/⽇ 

搬⼊：4t ⾞ 7 台/⽇ 

      2t ⾞ 4 台/⽇ 

搬出：10t ⾞ 4 台/⽇ 
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用途地域等

下記の表示は、旗の根元の部分における内容です。

【都市計画による制限】

区域区分 ：市街化区域

用途地域 ：商業地域

建蔽率 ：80%
容積率 ：700%
高度地区（最高限） ：第7種高度地区

防火・準防火地域 ：防火地域

公園・緑地・墓園等 ：5・4・401 横浜公園

駐車場整備地区 ：中央地区駐車場整備地区

特別用途地区 ：横浜都心機能誘導地区（業務・商業専
用地区）

【建築・造成等に関する制限】

建築基準法第22条区域（防火地
域及び準防火地域を除く）

：建築基準法第22条による区域

駐車場条例の附置義務区域 ：駐車場整備地区又は商業地域若しくは
近隣商業地域

【地域まちづくりの計画等】

景観計画 ：景観計画（関内地区）

都市景観協議地区 ：都市景観協議地区（関内地区）

図面番号 ：117
図面番号（旧） ：110

注意：
【都市計画による制限】については、平成31年４月１日時点の情報です。

この図は都市計画の法定図面ではありませんので、公に証明する資料として利用することはできません。参考図としてご利用下さい。
横浜市 行政地図情報提供システム ご利用日時：[2020/03/12 11:35:55]

この地図の著作権は横浜市が保有します。令和2年3月12日

mizokami
テキストボックス
参考例２

mizokami
楕円

mizokami
引き出し線
申請地をクリックすると、旗がたつ。右下に都市計画内容が表示されていることを確認。



処理工程図（中間処理施設）　記載例

①排出事業者名 ②処理品目 ③中間処理施設内における処理フローの記載 ④搬出する事業者名

取扱い廃棄物品目は、 処理施設の名称は、許可証に記載する施設名称とすること。

すべて列挙すること。

廃棄物処理業者に搬出する場合、適切な

業許可証等の写しを添付すること。

中間処理施設

処分委託

処分委託

破砕１施設 圧縮１施設

処分委託

処分委託

売却

処分委託

破砕２施設

処分委託
g社

金属くず

がれき類

ガラスくず・コンクリー
トくずおよび陶磁器く

ず

a社

b社

f社

Ｅ社

がれき類Ｆ社

混合廃棄物

繊維くず
廃プラスチック類

紙くず
ゴムくず
金属くず

磁選
圧縮処理後物

繊維くず
廃プラスチック類

紙くず
ゴムくず

参考例３

ガラスくず・コンクリー
トくずおよび陶磁器く

ず
Ｇ社

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

Ｄ社

c社

d社

e社

①排出事業者名 ②処理品目 ③中間処理施設内における処理フローの記載 ④搬出先の事業者名



参考例４

破砕工程　【破砕施設が複数ある場合は処理能力を合算する】

A：処理能力※１ Ｂ：嵩比重　※ Ｃ：処理能力 Ｄ：14日分処理能力 最大保管量

ｔ/日 ｔ/㎥ ㎥/日 ㎥ ㎥

廃プラスチック 5.20 0.35 14.86 208.04 ＞ 68.22

木くず 4.60 0.55 8.36 117.04 ＞ 32.54

がれき類 8.80 1.48 5.95 83.3 ＞ 42.56

Ｃ＝Ａ÷Ｂ Ｄ＝Ｃ×14

圧縮工程　【圧縮施設が複数ある場合は処理能力を合算する】

処理能力 嵩比重　※ 処理能力 14日分処理能力 最大保管量

ｔ/日 ｔ/㎥ ㎥/日 ㎥ ㎥

廃プラスチック 72.11 0.35 206.03 2884.42 ＞ 40.03

紙くず 55.32 0.30 184.40 2581.60 ＞ 30.04

繊維くず 52.83 0.12 440.25 6163.50 ＞ 20.05

ゴムくず 63.24 0.52 121.62 1702.68 ＞ 10.09

Ｃ＝Ａ÷Ｂ Ｄ＝Ｃ×14

※１　処理能力計算書で算出した各品目の数値を使用すること。

※２　嵩比重については環境省、日本産業廃棄物処理振興センター等の公的機関が発表している資料、

　　　あるいは事業所の実態に即した比重を証明する資料（実験データ）を用いること。

14日分の処理能力と最大保管量の比較　【記載例】

品目 比較

品目 比較

破砕処理前後の廃プラ

の保管量の合算
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